
【別紙】

委託料
（円；税込）

委託料
（円；税込）

※下部参照 ※下部参照

1 さいたま市 6,462 ０歳０カ月～１歳０カ月未満 34 ときがわ町 7,130 ０カ月～１歳月に至るまで

2 川越市 6,500 １歳０カ月に至るまで 35 川島町 7,130 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで

3 戸田市 8,218 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで 36 吉見町 7,130 ２カ月～１歳０カ月に至るまで

4 蕨市 8,218 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで 37 東秩父村 7,130 生後１歳に至るまで

5 川口市 8,197 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで 38 秩父市 6,500 ０歳２カ月～１歳０カ月に至るまで

6 朝霞市 7,983 ０歳２カ月～１歳に至るまで 39 横瀬町 6,500 ０歳２カ月～１歳０カ月に至るまで

7 志木市 7,983 １歳に至るまで 40 皆野町 6,500 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで

8 和光市 7,983 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで 41 長瀞町 6,500 ０歳２カ月～１歳０カ月に至るまで

9 新座市 7,983 １歳に至るまで 42 小鹿野町 6,500 ０歳０カ月～１歳０カ月未満

10 上尾市 7,571 ０カ月～１歳０カ月に至るまで 43 本庄市 7,003 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで

11 伊奈町 8,050 １歳に至るまで 44 美里町 7,003 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで

12 鴻巣市 8,276 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで 45 神川町 7,003 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで

13 桶川市 8,056 １歳０カ月に至るまで 46 上里町 7,003 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで

14 北本市 8,030 ０歳０か月～１歳０か月に至るまで 47 熊谷市 8,200 ０歳２カ月～１歳０カ月に至るまで

15 草加市 7,884 １歳に至るまで 48 寄居町 7,740 ０歳２カ月～１歳０カ月に至るまで

16 八潮市 7,884 ０歳～１歳に至るまで 49 深谷市 7,740 ２カ月～１歳０カ月に至るまで

17 所沢市 8,350 生後１歳に至るまで 50 行田市 8,100 ０歳２カ月～１歳０カ月に至るまで

18 富士見市 6,900 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで 51 羽生市 7,180 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで

19 ふじみ野市 6,900 １歳に至るまで 52 加須市 7,726 １歳に至るまで

20 三芳町 6,900 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで 53 春日部市 8,006 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで

21 坂戸市 6,500 １歳に至るまで 54 蓮田市 7,992 ０カ月～１歳に至るまで

22 鶴ヶ島市 6,500 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで 7,608(※1)

23 毛呂山町 6,500 生後１歳に至るまで 7,844(※2)

24 越生町 6,500 ０歳２カ月～１歳０カ月に至るまで 56 久喜市 7,992 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで

25 鳩山町 7,130 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで 57 幸手市 7,520 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで

26 狭山市 7,963 ０歳０カ月～０歳１２カ月に至るまで 58 宮代町 7,992 ０カ月～１歳に至るまで

7,964(※1) 59 白岡市 7,992 ０か月～１歳に至るまで

8,128(※2) 60 杉戸町 7,520 ０歳２カ月～１歳０カ月に至るまで

28 飯能市 7,360 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで 7,838(※1)

29 日高市 7,360 ０歳２カ月～１歳０カ月に至るまで 8,086(※2)

30 東松山市 7,130 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで 7,942(※3)

31 滑川町 7,130 ０歳２カ月～１歳０カ月に至るまで 8,197(※4)

32 嵐山町 7,130 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで 63 松伏町 7,770 ０歳２カ月～０歳１２カ月に至るまで

33 小川町 7,130 ０歳～１歳に至るまで

■ ※１⇒ビームゲン　、　※２⇒ヘプタバックス　、　※３⇒0.25ml　、　※４⇒0.5ml

■ 対象年齢について　⇒　平成28年4月1日以後生まれた者に限る

■ その他住所地外定期（インフルエンザを除く）予防接種相互乗り入れについては、「料金表等一覧」または

　　「埼玉県医師会ホームページ」を参照ください

０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで

市町村名対象年齢 対象年齢

62 吉川市 ０歳０カ月～１歳０カ月に至るまで

満１歳に至るまで

61 三郷市

27 入間市
０歳０カ月～１歳０カ月に至る
まで

　予防接種実施規則の一部改正（平成28年6月22日付）に伴い、Ｂ型肝炎ワクチンを定期予防接種へ導入する取扱い（各市町
村における料金等）は以下のとおりとする。
　なお、本取扱いは、平成28年10月1日から適用することとする。

【Ｂ型肝炎ワクチンの導入に係る住所地外定期予防接種相互乗り入れに伴う対応】
「平成28年度埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ」の取扱い

市町村名

55 越谷市


